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要　　旨

　本稿においては、第1にソ連解体後6年にわたったロシアの対外政策の基本的特色について

考察し、第2にロシアと旧ソ連諸国との関係がいかなるものであるかを概観する。そして第3

にNAT0拡大問題をめぐりロシア国内で行われた議論、またその議論がロシアの対外政策に

及ぼしたあるいは今後及ぼし得るインパクトについて考察する。以上の考察を通じて冷戦構

造崩壊後におけるロシアの対外政策の特色について明らかにしたい。

はじめに

　1997年7月、NATO（北大西洋条約機構）首脳会議は、ポーランド、ハンガリ∵そしてチェ

コの3カ国と1999年の新規加盟実現をめざして交渉にはいることを最終的に決定した。それに

先立つ5月、ロシアとNAT0は協力関係構築を調った基本文書に調印した。このようにして

NATOの東方への拡大問題は一つの区切りをつけ、冷戦構造崩壊後のヨーロッパの国際関係

システムは新たな一歩を踏み出すことになったのである。

　冷戦時代には事実上ソ連の支配下にあった中東欧各国のNAT0への加盟が、ロシアの対外

政策にもたらす衝撃は大きい。当然ながらロシア国内では加盟の是非をめぐってさまざまな

議論が行われたのである。そこで本稿では主としてロシアの対外政策におけるNAT0拡大問

題の位置づけを考察し、ロシア政府がNAT0の中東欧への拡大を容認したことの意味を明ら

かにしたい。

　このような考察を行う理由は次の点にある。NAT0拡大問題は、ロシア’といわゆる西側

（ヨーロッパの冷戦構造崩壊によって、厳密な意味では「西側」という概念は成立しなくなっ
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た。しかし、本稿では便宜上アメリカと西ヨーロッパなど主として冷戦時代にソ連、東ヨー

ロッパと対立関係にあった国々を表わす用語として「西側」という表現を用いることとする）

との協調関係が今後とも継続するか否かをおしはかる重要な指標であり、その意味で、ロシ

アの対外政策の中で大きな位置を占めると思われるからである。別の言い方をすれば、この

問題をめぐるロシアの対応しだいでは、国際関係に再び緊張状態が訪れる可能性も否定でき

ない。すなわち、M．ゴルバチョフ政権期の新思考外交の下で、ソ連は西側との協調関係の構

築、また国際社会への参加と統合を押し進め、対外政策の脱イデオロギー化をはかってきた。

ロシアがNAT0拡大の容認に踏み切ったことは、1991年12月のソ連解体後さまざまな粁余曲

折を経ながらも、ロシアの対外政策の中で、この脱イデオロギーの原則が生き続けているこ

とを意味するのである。

　NATO拡大問題との関連で重要なのは、1996年がら97年にかけてロシアがCIS（独立国家共

同体）との関係強化を押し進めた点である。あるロシアの新聞は、1997年前半のロシア外交

の成果として次の4点を指摘する（1）。第1は、ロシアとベラルーシとの問で同盟条約が調印

をみたこと（4月）、第2に、ロシアとNAT0との基本文書調印（5月）、第3に、ロシアとウク

ライナとの友好協カパートナーシップ条約の調印（5月）、そして第4に、ロシアのいわゆるサ

ミット、主要国首脳会議への仲間入りである。後述するように、ロシアの対外政策の特色に

ついて考察する際、「西側」との協調関係の維持とCIS諸国との関係強化は異なった方向のベ

クトルを示しており、それゆえ互いに相矛盾する性格であると理解されることが多い（2）。

しかし、ロシアと「西側」との協調関係の維持発展とCISとの関係強化は必ずしも常に矛盾す

るものではなく、現実には同時に進行したのである。

　本稿においては以上の問題意識に基づき、第1にソ連解体後6年にわたったロシアの対外政

策動向について考察し、第2にその時期におけるロシアと旧ソ連諸国との関係を概観する。そ

して第3にNATO拡大問題をめぐりロシア国内で行われた議論、またその議論がロシアの対外

政策に及ぼしたあるいは今後及ぼし得るインパクトについて考察するつもりである。なお

1994年6月ロシアがNATOと「平和のためのパートナーシップ（PPP）枠組み文書」に調印す

る以前の対外政策の特色については、すでた別稿で検討を行ったので（3）、本稿では主とし

てそれ以後、97年5月にロシアとNAT0が基本文書に調印するまでの問題に焦点をあてること

とする。以上の考察を通じて冷戦構造崩壊後におけるロシアの対外政策の特色について、明

らかにすることができると考える。
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1　ソ連解体とロシアの対外政策

　1）コズィレフからプリマコフヘ

　1991年12月のソ連解体によって、ソ連を構成していた15の共和国はそれぞれの道を歩み始

めた。内戦の続いたグルジアと、ソ連解体に先駆けて91年9月すでにソ連から離脱して独立を

果たしたバルト三国（エストニア、ラトヴィア、リトアニア）を除く11の共和国によって、

CISが形成される。しかし、CISにはかつてのソ連共産党申央委員会政治局のような「中央」

は当然ながら存在しておらず、またCIS創設後多くの協定や条約が調印されたものの、その大

半は無効となるか紙上の計画にとどまったという事実が示すように、CISの機能不全状態は当

初から著しいものがあった。

　ソ連解体後ロシアの対外政策における第1の課題は、ゴルバチョフ政権期のソ連の遺産であ

る「西側」諸国との協調関係をいかにして維持し発展させるのかであり、また第2の課題は、

ある日突然外国になってしまった旧ソ連構成共和国との関係をどのようにして構築し、各国

におけるロシアの利益を擁護していくかであった。しかし反面2つの課題を同時に追及するこ

とは、現実には必ずしも容易でなかったのである。旧ソ連諸国におけるロシアの利益を擁護

しようとすると、「ロシアの大国主義的意図の現われ」として「西側」諸国からの批判にさら

された。一方「西側」との協調関係の維持発展に努めると旧ソ連諸国におけるロシアの利益

を擁護することが困難になり、その結果外務省をはじめロシア政府は議会や軍部など国内か

らの非難の的になったのである（4）。

　ロシアの対外政策の力点は、1992年1月からその年の10月ころまでは、もっぱら「西側」諸

国との協調関係の維持と発展にあった。外務大臣A．コズィレフは、言葉の上では旧ソ連諸国

との関係を重視しつつも、実際には旧ソ連諸国の動向を見守るのみで、それらの国々とロシ

アとの関係の調整について何らイニシアチブを発揮することはできなかったのである。1952

年生まれで英語とフランス語に堪能なコズィレフは、ゴルバチョフ政権期の新思考外交の中

七育った新しいタイプのソ連外交官であり、1990年6月ロシア共和国が主権宣言を発表した後

同年10月、B．エリツイン政権によってロシアの外相に任命される。ペレストロイカの遺産を

受け継いだコズイレフの外交姿勢は、英米など「西側」との協調を重視することから、「大西

洋主義」と称されたが、同時に「西側追従外交」として1992年前半にはロシア国内からの集

中砲火を浴びる結果；と＝なgた。．一
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　1992年10月、「ロシアの国益を擁護すべし」という議会（当時のロシア共和国最高会議）や

軍部による批判を受けて、ロシアの対外政策路線は軌道修正が行われる。コズィレフ外相は、

旧ソ連諸国における地域紛争の問題にロシアが積極的に対応する用意があること、また旧ソ

連諸国に居住するロシア人やロシア語を母国語として使用している住民の権利の擁護の必要

性について訴えたのである。これは、ロシアが「西側」との協調関係を第一義的に重視する

というそれまでの立場をあらため、たとえ「西側」との間である程度の摩擦を引き起こすこ

とがあったとしても、旧ソ連諸国におけるロシアの利益を擁護するというコズィレフの決意

表明にほかならなかった。以後ロシアの対外政策における基本課題は、「西側」との協調関係

の維持と旧ソ連諸国におけるロシアの利益の擁護という異なったベクトルの間のバランスに

求められることとなったのである。

　1993年以降、ロシアはCIS諸国との関係強化に向けて努力するよろになった。経済関係の強

化についてはもとより、後述するように、95年9月にはCISの段階的統合を進めるという国家

的方針が打ち出されたのである。反面94年6月、ロシアはNAT0との間でPFP枠組み文書に調

印し、「西側」との協調関係維持に対する関心が引き続いていることを示した。このように、

その時々の内外情勢によって振り子の揺れはみられるが、ロシアの対外政策の力点がさきほ

ど述べた二つの課題の間でバランスを求めるものであったことに変化はない。ただし西側と

の関係を第一義的に重視するコズィレフの外交はすでに大きく変質していた。コズィレフは

1996年1月初めまでは、引き続き外相の職にとどまってはいたが、ロシアの対外姿勢はもはや

「大西洋主義」でも「西側追従外交」でもなかったのである。

　1996年1月、コズイレフは外相の職を辞任し、代わってE．プリマコフが外相に任命された。

コズィレフの外相辞任については、次のような理由が挙げられよう。第1にコズィレフの外交

姿勢はすでに大きく変質したが、一度「西側追従外交」の烙印を押された人物がいつまでも

外相の職にとどまっていることは、エリッィン政権にとって好ましいことではなかった。特

に6月の大統領選挙をひかえ、内政上の配慮はきわめて優先順位の高い問題であった。第2に

コズィレフはその対外姿勢を変質させたことによって、ロシア国内の親英米派のグループか

らも信頼を失う結果を招いたのであり、この点も辞任の一因として考えられる（5）。

　新外相プリマコフは、1959年以来のソ連共産党員であり、また中東問題の専門家としての

評価も高く、科学アカデミーで活躍した経歴をもつ。ゴルバチョフ政権期には、党中央委員、

さらには政治局員侯補に登用され、ソ連最高会議連邦会議議長や大統領評議会のメンバーな
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ど要職を歴任した。一方ソ連解体後エリッィン政権下においても対外情報局長官を勤めるな

ど引き続き政策形成に関与し得る地位にあったのである。ゴルバチョフ政権期、プリマコフ

は資本主義の評価をめぐって保守派と論争を繰り返し、A．ヤコブレフと並んで新思考外交の

理論的支柱となった人物であり（6）、西側との関係においてソ連が現実主義的な協調関係を

構築する上で、大きな役割を果たした。反面エリツィン政権下では、後述するようにCIS諸国

との関係強化を訴える報告を行うなど、その対外姿勢はむしろ旧ソ連時代の権益擁護を重視

する立場に近いものであった。

　以上のようにプリマコフは、「西側」との協調を重視するグループ、また旧ソ連諸国におけ

るロシアの利益の擁護を主張するグループ双方からの支持を獲得し得る人物にほかならなか

った。別の言い方をすれば対外政策の形成、その遂行にあたってリーダーシップを発揮し得

ることを期待されて外相に就任したのであり、その点で、前任者のコズィレフとは大きく異

なっていたのである。

　2）対外政策形成における外務省の役割

　1991年12月のソ連解体によって、ロシア外務省はソ連外務省の機構や人材の多くを受け継

いだ。しかし、ソ連時代の憲法が引き続き有効であった92年1月から93年12月までの期間は、

大統領と外務省は議会（最高会議）の強い圧力を受けながら、対外政策の立案と遂行にあた

る。特に国内の「西側追従外交」批判にさらされた結果、政策形成過程における外務省の役

割は次第に限られたものとなっていった。92年3月、エリッィン大統領は安全保障問題をめぐ

る大統領への政策提言を目的に国家安全保障評議会を設置し、また同年12月には対外政策を

めぐる各省庁間の利害対立の調整を目的に、国家安全保障評議会の中に省庁間対外政策委員

会が設置をみた。このように大統領令によって次々に評議会や委員会が設置されるが、その

結果政策の立案と遂行にあたって最大ρ責任を負っている機関がどこなのかはますますわか

りにくくなり、少なくとも外部からみる限り、ロシアの対外政策形成過程をめぐる不透明感

は増大したように思われる（7）。

　93年12月、ロシアの新たな政治勢力の配置を定める議会（連邦会議、国家会議）選挙が実

施されたと同時に、ロシア連邦の憲法が制定をみる。新憲法は大統領に政府閣僚の任免権を

付与するなど大統領の強力な権限を定めたが、対外政策形成においても大統領は「ロシア連
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邦の対外政策を指導する一（86条）」という条項により、議会の意思からは相対的に独立した形

で、大きな役割を発揮することが規定されたのである。

　コズィレフ外相が辞任する直前の95年12月、エリツイン大統領は大統領令によって対外政

策評議会を設置する。これは、外相、国防相、対外情報局長官、連邦保安局長官などで構成

され、また連邦大統領に直属する機関として位置づけられた（8）。設置の目的は、対外政策

を大統領の指導下に直接置くことによって政策形成過程の調整をはかり、さらには外務省の

発言権を一層弱めようとするものであったと考えられる。

　ところが、外相が交代してから3ヵ月もたたない96年3月、エリツイン大統領は「ロシア連

邦の統一された対外政策遂行にあたって連邦外務省が調整的役割を果たすことについての大．

統領令」を布告した。その内容は対外政策分野全体における外務省の果たすべき役割を定め

たもので、外務省が対外政策の遂行を全般的に統括し、諸外国並びに国降機関との関係にお

いて中心的な役割を担うこと、また対外政策分野における連邦執行機関内部の活動を調整す

ることを明らかにしたのである（9）。

　以上考察したように、ロシアの対外政策形成における外務省の役割は、前外相コズィレフ

のもとで機会あるごとに縮小され、その発言権は組織図の上でもまた現実の政策遂行の上で

も限られたものにならざるを得なかった。こうしたことが先程述べたロシアの対外政策路線

の変化に影響を及ぼしたことは言うまでもない。一方プリマコフの外相就任後は、外務省の

役割の地盤沈下に歯止めをかけようとする動きがみられた。1996年1月以降は、対外政策の立

案と遂行にあたって、外務省のリーダーシップ確立を重視する動きが顕著に示されたのであ

る。

2　C1S諸国との関係強化

　　1993年12月の新憲法の操択、また連邦議会蓮挙の結果を受けて翌94年2月、エリツィン大

統領は議会で演説を行い、年頭教書の形で内外政策の基本方針を明らかにした。その中で示

された対外政策の優先順位の第1位は、CIS諸国との関係に置かれていた（10）。1994年以後

CIS諸国との関係の強化は、ロシアの対外政策の中で圧倒的に高い優先順位を占めるようにな

る。翌年95年2月、エリツイン大統領は同様の演説を議会で行うが、対外政策の優先順位の第

1位に引き続き変化はなかった。また前年のそれに比べると内容はより具体的であったといえ
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る。エリツインはロシア外交の戦略的課題としてウクライナとの関係改善を挙げ、またベラ

ルーシ、カザフスタンとの関係強化の必要性を訴えたのである（11）。

　なぜウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンの三国はロシアの対外政策においてこのよう

に重要なのであろうか。その理由としてまず挙げられるのは、これらの国々に居住するロシ

ア人の数の多さに加えて、ロシアとの経済関係の緊密さである。1994年から96年までの3ヵ年

の上半期の貿易統計によると、三国との貿易額の合計はロシアのCIS諸国との貿易額全体の約

90％を占めており、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタ．ンがロシアにとっては他のCIS諸国

とは群を抜いて深い関係にあることがわかる（12）。別の言い方をすれば、ロシアにとって他

のCIS諸国との協力はそれほど重要ではないあである。その中でもウクライナとの貿易額の大

きさは96年にはCIS諸国との貿易額全体の50．5％に達しており、この数字はベラルーシ、カザ

フスタンと比べても際立っている。批ロシアはウクライナとの関榊1おいて・で、1）1ア

半島の領有権や黒海艦隊の分割をめぐって政治的争点をかかえている。争点をかかネて一いる

がゆえに、ロシアはウクライナと関係改善を進める必要があるのであり、対外政策における

優先順位はおのづと高いものになる（13）。

　95年1月、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン三国により「関税同盟」が締結をみる。この

ようにしてロシアにとって利害関係の大きいベラルーシ、カザフスタンとの経済面での統合

に向けて一歩が踏み出されるが、さらに95年9月、ロシアは経済面のみならず、，政治的、軍事

的側面をも含めたCISの統合を目指すことを明らかにしたのである。9月14日、「CIS諸国に対

するロシア連邦の戦略的路線」と題する大統領令が発表される。その内容は関税同盟締結な

ど共通の経済政策、また共通の対外政策や安全保障政策（特にEU，NAT0との関係において）

の実施を通じて、将来の目標としては政治的軍事的統合をCIS諸国の間に徐々に作り出してい

こうとするものであった（14）。

　96年にはいって、ロシアとCIS諸国との間に相次いで条約が成立し、協力関係の強化と統合

の実現に向けて布石が打たれる。まず96年3月、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギ

スタンの4ヵ国は、「経済的人文的分野における統合の深化に関する条約」を締結した。以下

本条約の内容を検討してみたい。まず第1条では、条約の目的として将来各国家間の共同体を

創設することを挙げ、条約締結国は経済、学術、教育、文化、社会政策などの分野における

段階的統合実現のために共同の努力を行うことを明らかにする一方、各国の主権尊重、平等

互恵、国境の不可侵、また内政不干渉などの原則を侵すものではないというただし書きがつ
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けられる。次に、条約の最大の目的は、共通の経済圏の形成（第2条）など経済協力の強化に

あることが調われ、現行経済改革の基本方向、改革実施の期問や目標、方策などについて各

国間で合意された点を実現すること（第3条）、また1996年中に統一した関税政策の実施をは

かること（第4条）などが示される。さらに対外政策、安全保障政策、国境政策などについて

各国間の意見調整をはかること（第14条）、統合を促進するための機関として国家間評議会、

統合委貝会、議会問委員会を設立する（第17条）ことなどが定められている（15）。

　要するに本条約は、将来の目標としてはロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタ

ン4ヵ国の政治的統合を視野にいれながらも、条約自体の主たる目的は共通の経済政策実施と

そのための協力関係の強化にある。特に各国の主権を制限する内容が条文中に含まれていな

い点は、この条約の性格幸考える上で重要であろう。

　しかし、ロシアとベラルーシの関係はカザフスタンやキルギスタンのそれと比較して明ら

かに踏み込んだ形で展開する。すでに95年2月ロシアとベラルーシは友好親善協力条約に調印

していたが、96年4月には共同体形成条約が、また97年4月には同盟条約、5月には同盟条約と

不可分の同盟憲章が調印をみるのである。このようにしてロシアとベラルーシは経済面はも

とより政治面におレニても統合の進展をはかっていくのである。

　96年4月に調印された共甲体形成条約は、第1条で双方が「政治的、経済的に深く統合され

た共同体の創設を決定した」と述べる。また共通の経済圏形成を目標として1997年の終わり

までに現行経済改革実施の終了時期、達成の程度をそろえ、同時に改革推進のための法的制

度的基盤を整えることを明らかにしている（第4条）。さらにやはり97年末迄に両国の金融信

用制度を整備して、共通通貨制度実現の条件を整えることが調われている（第7条）。加えて、

共同体の最高機関として最高評議会を、最高評議会の執行機関として執行委員会を、共同体

の立法機関として両国議会の同数の議員から成る議会間会議の設立を規定する（第9条、第11

条、第10条）（16）。

　以上のように、ロシアとベラルーシの間で締結をみた共同体形成条約は経済協力の強化に

とどまらず、政治的、経済的統合の実現を調っている。特に経済政策の統一を1997年末を目

処に達成すると述べ考よ一ケーに、統合の目標期限が明示されているのであり一、この点は、両国

関係の深化の程度を推し量る上で重要である。しかし反面、統合のための機関創設が決定は

したものの、それぞれの機関の役割についてはまだ具体的に明らかになってはおらず、1996

年の段階では締合の細目について依然として定まっていなかったことがうかがえるのである。
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　97年4月、ロシアとベラルーシは同盟条約に調印し、共同体を同盟に発展的に改組すること、

さらに、同盟の機能や性格を詳細に定めた同盟憲章を制定することについて明らかにした

（17）。憲章の内容は以下のような特色をもつ。第1に、ロシア連邦の市民とベラルーシ共和国

の市民は、それぞれ同時に、「同盟の」市民であることが規定されている（第2条）。第2に、

最高評議会、議会間会議、執行委員会という同盟各機関の役割とその細目について、具体的

に明らかにされている。第3に、政治、経済、社会、安全保障の各分野にわたって同盟の果た

すべき課題が示された。特に安全保障問題については、同盟を構成する各国家の主権と独立

に対する脅威を防止するために、必要な場合には共同で対処すると述べる他、国防、国境政

策についても協議を行い、共同歩調をとることが明らかにされている（第11条）。さらに第4

に、同盟を構成する国家のいずれかが同盟憲章に矛盾する内容の法律を採択した場合、最高

評議会、執行委員会はその権限の範囲内で当該国家機関に対し注意を喚起し、その法律の効

力停止を求めることができる（第34条）という内容が示すように、国家主権の制限を示唆す

る条項が含まれているのである（18）。

　以上のように、同盟憲章が締結されたことによって、ロシアとベラルーシの政治的経済的

統合に向けた条約上の基盤が整傭された。特に憲章の中で両国間で意見の違いが生じた場合

の対応について明記され、また国家主権の制限につながる内容が含まれていることは同盟の

性格を考える上で重要であろう。むろん、条約上の基盤が整備されたことがイ「コール現実の

政策における国家統合の完了を意味するものでは決してない。またスラブ民族同士であると

いう共通性をもち、政治的争点も少ないという点でロシアとベラルーシの関係はCIS諸国の中

でも特殊であり、他のCIS諸国が統合の動きに追従することは考えにくい（19）。しかし、ベ

ラルーシと同盟条約ならびに同盟憲章を締結し、続いて前述したようにウクライナと友好協

カパートナーシップ条約に調印したことによって、旧ソ連諸国との関係強化、またCISの段階

的統合をめざすロシアの対外政策は一つの区切りを迎えたのである。

3・・1NATO拡大問題の展開

　1）NATO拡大問題の発端

　1991年7月のWTO（ワルシャワ条約機構）解体によって、ソ連と中東欧諸国の政治的、軍

事的提携関係も消滅した。こうしてヨーロッパの安全保障上の空白地帯に取り残される危険
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性を感じた中東欧諸国は、92年から93年にかけてのロシア政治の行方の不透明さや旧ユーゴ

スラヴイアにおける民族紛争の拡大をまのあたりにしたことも手伝って、積極的に「西側」

に接近を始める。特に中東欧の中でも民主化、市場経済化が比較的順調に進んだハンガリー、

チェコ（1993年I月チェコスロヴァキアはチェコとスロヴァキアに解体した）、ポーランドは

自国の安全保障の拠り所をソ連解体当初からNATOに対して求め始めていたのである。

　ロシア政府はソ連解体後しばらくの間は、中東欧諸国の動きに大きな関心を示さなかった。

ロシアの対外政策の中で中東欧諸国が重要な位置を占めていること、ロシアを犠牲にした形

でのNAT0の中東欧への拡大をロシア政府は容認できないことが文書や声明の中で明らかに

されるようになったのは、1993年以降のことである（20）。93年後半エリツィン大統領はポー

ランドなど中東欧諸国を相次いで訪問し、ロシアとの関係強化をはかった。また前述したよ

うにエリツイン大統領は94年2月、連邦議会における演説の中でロシアの対外政策の優先順位

を明らかにし・CISの重要性を訴えたが・同同剖こ中東欧諸甲岳干村レても関’しを取り戻すべきこ

とを主張したのである（21）。

　こうして、NATO拡大をめぐるロシアの懸念に配慮したNAT0首脳会議は94年1月、「平和の

ためのパートナーシップ構想（PFP）」を提案した。これは中東欧諸国のNAT0加盟について

は当面見合わせる一方、NATOと中東欧諸国の安全保障面における協力関係を個別に構築す

ることをねらったもので、NAT0はロシアを含む旧ソ連諸国また中東欧諸国に、NATOの政治

的、軍事的活動への参加を呼びかけたのである。94年6月、ロシアはNAT0とPFP枠組み文書

に調印し（それに先立ちすでに1日ソ連及中東欧20ヵ国が枠組み文書に調印した）、さらに95年

5月には個別協力協定が調印をみる。しかし、にもかかわらずNATO拡大に向けた動きはとど

まIることを知らなかった。95年9月、NAT0は「新規加盟国の権利と義務は、既加盟国のそれ

と同じにする」ことなどを定めて、中東欧諸国の加盟をめぐる基本原則を採択した。こうし

てNATO拡大問題はいよいよ現実の日程に上ることになったのである。

　2）ロシア国内の議論

　エリッィン大統領をはじめロシア政府は、機会あるごとに「中東欧諸国のNATO加盟は容

認できない」と発言してきた。また、95年12月の連邦議会選挙前に行われたアンケートによ

ると、「NATO拡大はロシアにとって脅威か」という質問に対して、2つの政党（「わが家ロシ
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ア」、「ロシアの民主的選択」）が態度を保留した他は軒並みほとんどの政党が「脅威である」

と回答している（22）。なぜロシアは政府、議会を含めて中東欧諸国のNAT0加盟に執櫛に反

対しつづけたのか。しかし、にもかかわらず97年5月事実上容認するにいたったのは一どうして

であろうか。

　ここで重要な点は、ロシアが中東欧諸国に関心を向け始めた時期とロシアの対外政策に軌

道修正がみられた時期が一致することであり、その意味で「西側」との協調関係を第一義的

に重視する立場をあらため、「西側」との協調関係維持と旧ソ連諸国におけるロシアの利益の

擁護の問でバランスを求め三立馴11寸外姿勢を変化させた・・年末から・・年初めの路線転換は・

大きな意味をもっている。別の言い方をすれば、ロシアとCIS諸国との関係強化の必要性が、

中東欧諸国に対するロシアの関心を増大させたと思われるのである。

　この点をあらわすものとして93年11月にプリマコフらの手によって明らかにされた対外情

報局による報告が挙げられる。同報告は，NATO拡大を容認できない理由として中東欧諸国

のNAT0加盟がもたらすであろう連鎖反応を指摘する。すなわちポーランド、ハンガリー、

チェコなどのNAT0加盟はバルト三国の加盟につながり、ついには旧ソ連各国にその影響が

広がる恐れがあるというのであり、中東欧のNATO加盟がロシアと旧ソ連諸国との関係にマ

イナスの作用’を及ぼすことを懸念してNATO拡大に反対するのである（23）。対外情報局長官

プリマコフは94年9月にもロシアと1日ソ連諸国との関係強化、CIS統合の必要性を訴える報告

を行ったが（24）、そのプリマコフがすでに述べたように96年1月外相に就任し、対外政策形

成における中心人物としてエリツィン政権によって登用されたことは、ロシアの対外政策に

おけるCISとNAT0拡大問題の位置づけを考える上で重要な意味があろう。それでは、もし

CISの統合に向け一定の成果が上げられるならば、ロシアが中東欧諸国へのNAT0拡大を容認

することもあり得るであろうか。以下NAT0拡大問題をめぐりロシア国内で繰り広げられた

議論の内容を整理してみたい。

　NAT0拡大問題をめぐる議論は、まずNATOの拡大そのものを阻止できるかどうかという点

について行われた。94年1月NATOはロシアの懸念に配慮してPFP構想を提起するが、その際

ロシ÷がこれに参加すべきか否かをめぐって賛否両論が明らかにされたのである（25）。国家

会議（下院）国際安全保障並びに軍備管理小委員会議長V．ニコノフや同国際問題委員会議長

V．ルキンは、PFP調印によってロシアがヨーロッパの安全保障問題にかかわることができ、

NATO拡大の動きに歯止めがかかることを期待して調印を主張するが、一方軍部などを中心

一85一



にPFPの有効性に対する懐疑論は根強いものがあった。しかし結局は、PFPがNAT0拡大を一

時的に遅らせることはできても拡大に歯止めはかけられないとみる一部の懐疑論を押し切っ

て、ロシアは94年6月、PPPに調印したのである。

　95年にはいってNATO拡大に向けた動きがいよいよ現実のものとなってくると、議論の性

格にも変化がみられる。すなわち93年から94年にかけては、いかにして拡大の動きに歯止め

をかけるかが関心の焦点であったが、95年にはNATOの東方への拡大をもはや押しとどめる

ことはできないとみて、ロシアがそれにどのように対抗するかが議論されるようになってく

るのである。ロシアの新聞紙上では、PFPに対する失望感が再三にわたって表明きれた（26）。

またルキンがロシアと旧ソ連諸国、特にベラルーシとの関係を強イピする必要性を訴えた他、

（27）、国防相P。グラチョフもCIS強化またアジアの中でロシアの同盟国をみつける意義を主張

したのである（28）。ルキンやグラチョフのように、政策形成において役割を果たし得る人物

の中からこのような見解が示されたことの意味を軽視することはできないが、NATO拡大の

動きに対抗してCIS強化を主張する立場は、特に軍部の間で根強いものがあったといえよう

（29）。

　しかし96年にはいると、特にその後半議論の内容は再び変化する。ロシア国内の新聞や雑

誌では、前年著しかった拡大反対論、警戒論か急速に後退し、替わってNAT0拡大は避けら

れないことを前提にロシアの対外政策を立案するべきではないか、さらには’ロシアとNAT0

との間に協力関係を構築すべきであるという主張が、国防総省機関紙も含めて行われるよう

になったのである（30）。こうして96年後半以降、ロシア政府はNAT0との協調関係確立を積

極的に求め始める。

　ロシア国内で議論の内容に変化がみられた理由として、次の3点が挙げられよう。第1に

NAT0の側からロシアとの協調関係確立を求める動きが顕著になった点である。NAT0事務総

長KH。ソラナは、この点について96年10月ロシアの新聞紙上に寄稿し、新規加盟国の領土内

には核兵器を配備しない、またNAT0とロシアとの協力関係の在り方を定めた文書に早期に

調印をめざすなどの提案を行ったが（31）、すでにそれ以前96年前半からロシアとの協調関係

を模索するNATO側の姿勢は具体的に示されていた。

　第2に、NATO拡大は現実には容易なことではないという認識がロシア国内で急速に広まっ

てきた点である。早期加盟が最も有力視されるポーランド、ハンガリー、チェコでさえも、

加盟の実現には軍隊の再編と装備の近代化が必要であり、そのための経済的コストは無視で
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きないものがある（32）。ましてNATO拡大が1日ソ連諸国に波及するには、明らかに時間が必

要である。ウクライナは目下のところロシアに対する配慮を優先させ、NATO加盟には否定

的である（33）。またバルト三国は早期加盟を求めてはいるものの、アメリカなどNAT0の側

の方が近い将来加盟させることを礒踏している（34）。このようにロシアが最も恐れる旧ソ連

諸国へのNATO拡大が現実の日程にのぼっていないことが、この問題をめぐるロシア国内の

議論を冷静なものにしていったと思われるのである。

　第3に、第2の点と関連してであるが、ロシアとCISとの関係強化の動きに前進がみられたこ

とである。既術のように、96年3月、ロシア、ベラルーシ、カザフスタ．ン、キルギスタンは

「経済的人文的分野における統合の深化に関する条約」に調印し、また4月にはロシアとベラ

ルーシの間で「共同体形成条約」が締結された。ロシアが中東欧諸国のNAT0加盟に否定的

な態度を示したのは、ロシアと旧ソ連諸国との関係に及ぼし得るマイナスの影響を懸念して

のことであったとするならば、CISの中でもロシアと結び付きの大きい国々との関係が進展し　　’

たことは、ロシアをNATOとの協調関係確立に踏み切らせる大きな要因となったのではない

だろうか。別の言い方をすれば、CIS統合に向けて一定の成果がみられたからこそ、ロシアは

中東欧諸国のNATO加盟を事実上容認するにいたったと思われるのである。

　3）NATOとの協調関係確立

　1996年1月に外相就任後、プリマコフのNATO拡大問題をめぐる発言は次のように要約され

る。第1に、ロシアはNATOの東方への拡大を望んではおらず、またロシアの国境線にNAT0

の軍事機構が迫ってくるのを容認することもできない。しかし第2に、軍事機構が国境線に迫

ってこないといづのであれば、その線で妥協の余地は残されてい乱そして第3に、NATO拡

大についてはどこの国も拒否権を発動できない、すでにそういう時代は過去のものになった

（35）。換言すれば、NAT0拡大に原則としては反対であるとしながらも、妥協の余地はある

というのが、プリマコフの立場であったといえよう。

　その後NAT0の側からロシアとの間で妥協を模索する動きが起こってきたことについては、

すでに述べたとおりである。96年6月エリッィン大統領は国防相グラチョフを主として内政上

の理由から解任し、後倖としてI．ロジオノフが就任した（36）。既述のように96年後半には国

防総省機関紙『赤い星』におけるNATO拡大反対論は急速に鳴りをひそめ、替わってロシア
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　　はNAT0と協力関係を構築すべしとの主張が行われるようになるのである（37）。　　．

　　　96年9月末、ロジオノフはNATO国防相会議に出席し、ロシアとNAT0との協力関係構築に

　　ついて協議を行った。ロジオノフの帰国後報告を受けたエリツィン大統領は、この問題につ

　　いて発言し、NAT0拡大が先行しその後にロシアとNATOとの間に協定が締結されるのではな

　　　く、ロシアとの協定締結の後にNATO拡大が続くべきことを主張している（38）。以後はロシ

　　アとNAT0との間で、いつ、いかなる内容の文書が調印をみるかが関心の焦点になったので

　　ある。

　　　1997年5月、エリツイン大統領、ソラナ事務総長、及NAT0加盟各国首脳によって「ロシア

　　。連邦とNATOの相互関係、協力、安全保障についての基本文書」がパリで調印をみた。特に

　　軍事政治問題をめぐっては、NAT0は核兵器を新規加盟国に配備する意図、計画、根拠をも

　　っておらず、また将来においてももたないことが明記されたのである（39）。

’　　　97年7月に開催されたNATO首脳会議によって、ポーランド、ハンガリー、チェコの加盟に

　　向けて具体的な道筋が作られた。このように中東欧諸国のNAT0加盟問題が一つの結論をみ

　　たことによ？て、冷戦構造崩壊後のヨーロッパの国際関係、のみならずアジアも含めたユー

　　ラシア大陸全体の国際関係が、新しい段階を迎えたのであろ。

結　び

　1992年末から93年にかけてみられたロシアの対外政策路線の転換との関連で、中東欧諸国

のNAT0加盟問題、またCIS統合の意味について考察を行ってきた。本稿を結ぶにあたって以

下3点を述べておきたい。

第Hこ・「西側」諸国との協調関係の系佳持と旧ソ平節1国1に坤るロシアの利益の擁護の問で

バランスをはかる干とヂ㍉992年末からのロシア外交φ苧題であった汎2つの言果題は異なった

方向のベクゴ．ルを示しており、両者を同時に追及することは時として困難である。しかし、

NATO拡大をロジアが事実上容認したことは、96年から97年にかけて進展したCIS統合の動き、

特にロシアとベラルーシとの共同体、さらには同盟成立という一連の動きと切り離して考え

ることはできない。換言すれば、統合について一定の成果があったからこそNATOとの協調

関係の確立は可能となったのである。さらに「西側」との協調関係を維持することなしにも

はやロシア1幸その対外政策を構築できないのであり、この点は不可逆的な流れであるといえ
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よう。

　第2に、対外政策構築におけるプリマコフ外相の役割の大きさである。プリマコフは、「西

側」との協調関係を重視するとともに、エリッィン政権下ではCIS統合の必要性を主張するな

ど「保守派」といわれる人々に近い対外認識を示していた。異なったベクトルを示す2つの課

題を同時に追及するためには、色々な意見、さまざまな見解をもった人々の利益を集約する

必要がある。プリマコフはロシア国内の各層の利益を集約し得る人物に他ならなかった。ま

た旧ソ連諸国との歯係においてプリマコフが「保守」的見解を示していたからこそ、ロシア

はNATOとの協調関係を確立することができたと思われるのである。

　第3に、CIS統合の意味についてである。ロシアとベラルーシとの同盟条約及同盟憲章の締

結、また、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタンの「統合の深化に関する条約」

の成立は、一見するとソビェ／連邦の復活をロシアが意図しているよう印われることがあ

る。しかし、その動機は本質的に異なっている。ロシアが関係強化を進め’ている対象は、い

ずれもロシア人やロシア語を使用する住民が多数居住し、ロシアとの経済関係も緊密な国々

である。ロシアは旧ソ連諸国に存在する現実的利益ゆえに統合に努力しているのであり、共

産党が一党支配を行ったソビエト連邦の統合とは、性格を異にしているのである。以上のよ

うに、ロシアの対外政策における脱イデオロギーの立場は、ソ連解体とペレストロイカ終了

後6年を経てなお生き続けていると考えられるのである。
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